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【内   容】 

◆ふるさとまつりの「サンバカーニバル」参加団体、「キッズダ

ンスフェスタ」参加団体や「フリーマーケット」出店者を募

集します 

◆町成人式の実行委員を募集しています 

◆町文化の祭典「童謡まつり」の参加者を募集します 

◆町民総合スポーツ祭のバスケットボール大会の参加チームを

募集します 

◆話の聴き方講座（ゲートキーパー養成講座）の受講者を募集

します 

◆「もろかた弁フォトカレンダー（クーポン付き）」に掲

載する写真を募集しています！ 

◆「第１４６回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 

◆９月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容をお知らせします 

 

 

 

【分 類】 

＜募 集＞ 
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＜農林畜産業関連＞ 

＜相     談＞ 
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◆「知っていますか？守っていますか？宮崎県屋外広告 

物条例」 

◆家内労働（内職）情報をお知らせします 

◆毎月１０日・２０日・３０日は町内一斉消毒の日です 

◆「行政相談」を実施します 

◆「人権相談」を実施します 

◆町福祉・消費生活相談センター 

「消費生活無料法律相談」を実施します 

◆「こころの健康相談」を実施します 

◆福祉に関する「ワンストップ相談会」を開催します 

◆「無料法律相談」を実施します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

 

【分 類】 【№】 【内   容】 

 

 
 

  



 №１

◆「サンバカーニバル」参加 
団体を募集します 
 

毎年恒例の三股町ふるさとまつりの

「サンバカーニバル」に参加してみませ

んか。 

今回から音楽は自由になりました。皆

さんの参加をお待ちしています。 

 

■日 時 

１１月９日（土）  

正午 ～ 午後１時５０分（予定） 

■内 容 

好きな音楽に合わせてステージで踊

ります。振り付けは自由です。趣向を凝

らしてご参加ください。 

※ステージでの演技のみです。 

■参加資格 

保育園・幼稚園・職場・家族・民主

団体、スポーツクラブや地区など１０

人以上であればどんな団体でも参加で

きます。 

※原則、学生は除く 

※ただし町内の団体に限ります。 

■演技時間 

演技時間は３分程度 

  ※入退場を含め４分程度 

■参 加 賞 

１団体につき５千円 

■申込期間 

９月２日（月）～２４日（火） 

  ※先着順、２５団体までとします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 募 集  

※お申し込み・お問い合わせは、 

ふるさとまつり実行委員会事務局（企画商工課商工観光係内・３階 ②番窓口） 

☎：５２―９０８４（直通）にお願いします 

◆「キッズダンスフェスタ」
参加団体を募集します 

 

ダンスに真剣に取り組んでいる学生の

皆さん。日ごろの練習の成果を披露して

みませんか。ふるさとまつりのステージ

で若いエネルギーを爆発させてくださ

い！希望する団体は、同実行委員会まで

お申し込みください。 

 

■日 時 

１１月１０日（日） 

正午ごろ (時間は未定) 

■参加資格 

出演者の中に町内在住のメンバーが

いること。 

■演技時間 

演技時間は３分程度です。 

  ※インタビュー・入退場を含め５分

程度 

■参加費 

  無料 

■申込期間 

９月２日（月）～２４日（火） 

■選考方法 

  先着１０組まです。ただし、参加希

望団体が多いときは、同じ団体や教室

から複数のグループの参加は制限する

ことがありますので、あらかじめご了

承ください。 

◆「フリーマーケット」出店者を募集します 
 

■日 時 

１１月 ９日（土） 正    午 ～ 午後５時（予定） 

  １１月１０日（日） 午前９時 ～ 午後５時（予定） 

 

■場 所 

ふるさとまつり会場内（『元気の杜』芝生広場内）※予定 

 

■申し込み条件 

当日販売を行う出品物の写真を申し込み時に持参すること。 

※販売する商品写真を基に出店受付を行います。出品物には下記の条件があり、商

品によっては申し込み受付をできない場合があります。 

1 飲食品類（たばこ、酒類を含む。） 6 危険物 ※1 

2 薬品類 7 ゲーム用カード類等 

3 生き物（動物、昆虫等） 8 法律上販売できない物 

4 違法コピー商品（偽ブランド品等） 9 教育上このましくない物 

5 金券類（切手、図書券、商品券等） 10 その他主催者が不適当と認める物 ※2 

※1…（例）石油類、ガス類、模造刀、モデルガン、エアガン、ナイフ、包丁等 

これら以外でも危険と思われるものは、当日撤去していただく場合があります。 

※2…（例）くじを利用した販売等、高価な物、故障品、盗難品等 

子ども達に高額なカードなどを販売していたと言う苦情が多数よせられましたので 

職員による商品のチェックや巡回を行います。該当事業所は次回以降の出店をお断り 

する場合があります。 

 

■小 間 料 

１区画当たり１日１，０００円。 

※未成年者の出店は、保護者の同意が必要です。 

※前金制になります。受付時にお支払いください。 

※小間の申し込み数は両日１区画を原則とします。 

   ※募集期間終了後にキャンセルされる場合は、小間料の返還は出来ません。 

 

■申込期間 

９月２日（月） ～ ２４日（火）まで 

※小間数に限りがありますので早めに申し込みください。 

  ※町外者の申し込みは９月１３日（金）から受け付けます。 



 №２

◆ 町成人式の実行委員を募集しています 
 

町では、令和２年１月５日（日）実施予定の成人式の企画・運営を行う実

行委員を募集しています。自分たちの手で心に残る成人式をつくってみませ

んか。 

 やる気のある皆さんの応募をお待ちしています。 

 

【令和２年 町成人式実行委員募集内容】 

 

■募集人数 ＝ １０人程度 

 

■年  齢 ＝ 令和２年４月１日までに２０歳になる人と１９歳になる人 

 

■内  容 ＝ ①１０月から夜に数回集まり、成人式の企画や運営などを話

し合います（会議の日は実行委員の都合を考慮して決定

します） 

        ②参加者の中心となって、当日の式典運営を行います 

 

■募集締切 ＝ ９月６日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

教育委員会 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 
 

◆ 町文化の祭典「童謡まつり」の参加者を募集します 
 

令和２年２月８日（土）に開催される「三股町文化の祭典」の第１部「童

謡まつり」で、童謡や唱歌を歌う参加団体を募集します。「歌いたい」と思う

気持ちがあれば、誰でも参加できます。年齢・性別は問いません。気軽にお

申し込みください。 

 

■申込期限 ＝ ９月１５日（日）（ファクス可・郵送可） 

       ※団体名・代表者名・住所・電話番号を記入して、ファク

スまたは郵送で送付、もしくは文化会館窓口まで直接提

出してください。 

        ※申し込みは先着順です。早めにお申し込みください。 

■参加条件  

 

【定員】２０組 

① 曲は童謡または唱歌 (※生演奏・アカペラのみ参加も可) 

② ２人以上での合唱 

③ 出演時間は１団体５分程度（予定） 

④ ２回のリハーサルに必ず参加できる団体 

   １回目（１月中旬）…団体別・舞台リハーサル 

   ２回目（２月１日（土）午前中）…本番前の総合リハーサル 

 

 

※出演予定、リハーサル・本番のスケジュールなどは、１０月中に連絡し 

ます。 

 

その他、ご不明な点などありましたら、気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 町立文化会館 ☎：５１－３４６２ ファクス：５１－３５６１ 

 にお願いします。 

 

 

 



 №３

 
◆町民総合スポーツ祭のバスケットボール大会の参加チー 

ムを募集します 
 
 第１２回みまた町民スポーツ祭のバスケットボール大会を開催します。 

楽しくバスケットをしませんか。 

 
■大会期日＝  １０月６日（日） 
 
■競技会場＝ 三股中学校体育館 
 
■集合時間＝ 午前９時 
 
■競技方法＝ ３×３（スリー・バイ・スリー） 
 
■参 加 料＝ １チーム３，０００円 
 
■申込方法＝ １チーム３～５人で申し込んでください。 
       ※高校生以下のチームは最低１人の保護者の同伴をお願い 

します。 
 
■申 込 先＝ 町教育委員会 教育課 スポーツ振興係 
 
■申込締切＝ ９月１１日（水） 
 
■募集定数＝ １６チーム 
 
■そ の 他 

 ※９月１８日（水）午後８時から代表者会議を三股中学校体育館で行いま 

すので、各チームの代表者は出席してください。なお、都合がつかない 

場合は事前に連絡をお願いします。 

 ※大会当日の昼食や飲み物などは自分で準備してください。 

 ※ごみは自分で持ち帰ってください。 

 ※この大会のチーム編成（年齢や性別によるハンディキャップ）、競技方 

法、協議規則や大会運営などは、大会要項および代表者会議の申し合わ 

せで実施します。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 
 町教育委員会 教育課 スポーツ振興係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１２ ファクス：５２－９７２４ 

 にお願いします。 

 

◆話の聴き方講座（傾聴講座）の受講者を募集します 
 

  

 

 

 

 

 

 

皆さんの身近に悩みや問題を抱え、つらい思いをされている人はいません

か？深く悩んでいる人にとって、身近に話しを聴いてくれる人がいたら気持

ちが楽になります。 

身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことで心の健康や命を守る

ことにつながります。 

大切な人の命を守るために心の健康に役立つ知識や対応方法などを学びま

せんか。 

■日  程＝ 

 次の日程で、講義・実習などを行いながら、傾聴のポイントを学びます。 

 日 付 内 容 時 間 

１回目 9月 20日(金) よい聴き手になるために 

～傾聴を理解する～ 

＊専門の講師による講座です。 

午後 1時 30分 

～4時 30分 ２回目 9月 27日(金) 

３回目  10月 2日（水） 傾聴の実践①、まとめ 午前 10時 

～正午 ４回目 10月 9日（水） 傾聴の実践②、まとめ 

※本講座の受講生を対象とした「ステップアップ講座」も予定しています。 

 

■場  所＝総合福祉センター「元気の杜」小会議室 

■受 講 料＝無料 

■参加資格＝誰でも受講可能 

■申込期限＝９月１７日(火) 

 
 
※お申し込み・お問い合わせは、 

福祉課 社会福祉係（１階 ⑥窓口）☎：５２－９０６１（直通）または、 
町福祉・消費生活相談センター ☎：５２－０９９９  
にお願いします。 

最近、元気のないあの人、 

どう声をかけたらいい？ 
大切な人に深刻な悩みを打ち明けら

れたとき、どう言葉をかけたらいい？ 



 №４

 
◆「もろかた弁フォトカレンダー（クーポン付き）」に掲載

する写真を募集しています！ 
  

町商工会商業部会では、町内事業者の活性化や「もろかた弁」の魅力を発

信するため、「もろかた弁」をテーマにしたフォトコンテストを行い、入賞

作品を掲載した「令和２年 カレンダー（クーポン付き）」を作成します。た

くさんのご応募をお待ちしています。 

 

■募集する写真の内容＝ 

 テーマ「もろかた弁」に合った写真をご応募ください。 

 例）おいげんおかた（意味：俺の奥さん） 

   またがんそ（意味：さよなら） 

※その他テーマについては、町商工会の公式サイトで確認ください。 

■サ イ ズ＝ 

縦向きで４００万画素以上２メガバイト程度のデジタル作品 

■応募作品 

自作品で未発表のものに限る 

■応募期間＝ 

８月３１日（土）まで 

■応募方法＝ 

応募票（町商工会の公式サイトからダウンロード可能）に必要事項を記入

して、デジタル作品が保存されたメディア（ＣＤ-Ｒなど）を郵送、または

窓口に直接ご応募ください。 

※１人何点でも応募できます。 

■審査方法＝ 

商業部会役員会にて協議・決定します。 

入賞作品（１２作品）には記念品を贈呈します。 

■そ の 他＝ 

「令和２年カレンダー」にはカレンダー下部に有料（掲載料１枠５，０００

円）でクーポンを掲載しますので、希望する事業者は町商工会までご連絡

ください。  

 

 

※お問い合わせ・提出先は、 

三股町商工会 〒８８９－１９０１ 三股町大字樺山４４２１番地２２ 

☎：５２－２２２６  にお願いします。 

 
◆「第１４６回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 
 
 

 

 

 

 

 

 

今月の朝市イベントは、子ども向けのお楽しみイベントを企画中です。 

毎回、人気の商品や朝市でしか買えない限定商品がたくさん販売されます。 

さらには、「朝市で使える商品券」がもらえるポイントカードや、出店者

から提供された商品が当たるお楽しみ抽選会も行います。 

毎月第４日曜日は朝市会場で朝食を取りませんか？たくさんのご来場を心 

からお待ちしています。 

 

●商品券がもらえるポイントカードを発行します 

買い物をするともらえるポイント引換券を持ってポイント引換所にお越しく

ださい。引換券１枚で１ポイントがもらえます。２０ポイントためると朝市で

使える５００円分の商品券と交換します。 

 

●お楽しみ抽選会  

上記のポイント引換所にて、３店舗分のポイント引換券で 1 回ガラポン抽

選ができます。空くじなしの運試し！！ 

『抽選会は、８時半～１０時頃まで』 

  

※ごみ減量化のため、マイバッグ持参を推進しています。ご協力をお願いし 

ます。 

※出店料５００円で新規出店者も募集しています。 

※イベントなどは変更になる場合があります。詳しくは、町物産館よかもん

やへ 

 

■主催 みまたん駅前よかもん元気会        

 

※お問い合わせは、町物産館よかもんや 

☎：５２－３１３１ にお願いします。 

期 日 

８月２５日（日） 【毎月第４日曜日開催】 

※雨天でも実施します（荒天中止） 

雨の場合、店頭軒下と店内奥コミュニティ室で行います。 

時 間 午前８時～１０時３０分ごろ 

場 所 町物産館「よかもんや」前駐車場（ＪＲ三股駅東隣） 

 催 し  

 



 №５

 

 
◆９月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容をお知らせし 

ます 
 

☆ ９月の農業用廃プラスチックの処理業務を次のとおり実施します。 

日  時 

回収日：９月４日（第１水曜日）９月１８日（第３水曜日） 

時 間：午後１時３０分～３時 
★雨天時は中止になる場合があります。当日の実施がわからな

い場合は、お問い合わせください。 

★回収日以外は受け入れできませんのでご注意ください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた） 

搬入方法 

土・くずなど異物を取り除き、種類別・色別に分別して１０～

１５kg程度にひもなどで縛って搬入してください。 

 

注意 サイレージの「ラッピングフィルム」と「ネット」は、 

種類が違うため、分別して処理してください。 

 

注意事項 

★処理料金は現金での支払いです。 

★印かん（認め印可）をお持ちください。 

★処分場内は徐行運転で走行してください。 

★町では、表の日時・場所のみで処分できます。 

本町以外でこの処理を実施している回収場所に、町内の農業者

が廃棄プラスチックを持っていくことはできません。 

★農業用廃棄プラスチック以外の農業用廃棄物（ビン類、電球、

布類、紙類、金属、金属の付属したもの、発泡スチロールな

ど）は、回収できません。産業廃棄物処理業者で適正に処分

してください。 
 
農業用廃プラスチックは、「焼かない捨てないリサイクル」 

使用済みの農業用廃プラスチックは、「産業廃棄物」なので、排出業者（農

業経営者）が自分の責任で適正に処理するよう義務付けられています。 

不法焼却や不法投棄をすると、５年以下の懲役または１，０００万円以下

の罰金が科せられます。 

また、被覆資材や収穫後の使用済み農業用廃プラスチックなどは、強風時

に飛散させないように注意しましょう。 

 

 

◆農業用廃棄プラスチック処理料金が１０月から変更となります。 

 

毎月実施している農業用廃棄プラスチックの処理量と経費の増加によって、

処理料金が、１０月から次のとおり一部変更となります。 

変更後の金額を確認してから、搬入をお願いします。 

  

種  類 変更前 ⇒ 変更後 

農ビ（農業用ビニール）フィルム ６円 ⇒ ７円 

ポリ（ＰＯ） ２３円 ⇒ ２３円（変更なし） 

その他のビニール・プラスチック ４１円 ⇒ ５３円 

  

※金額は、1 ㎏あたりの額です。 

 ※土・くず・水分などが付いた状態では、リサイクル処理が出来ない場合

があります。また、その分重量が増えますので、できるだけ付着物は取

り除いて、種類別・色別に分別して搬入してください。 

 

◆ 農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による町商品券 

交換事業を実施しています 
 

町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会では、農業用廃棄プラス 

チック類（ビニールなど）の「再生処理利用」を目的とした排出処理をさら 

に促進するため、処理した量をポイント化し、累積したポイント数に応じて

「町商工会オリジナル商品券」に交換します。 

農業用廃棄ビニールなどの不法焼却・不法投棄は法律で禁止されています。 

適正処理への認識を高めてもらい、またこの事業の積極的な参加をお願い

します。 

◎事業の対象者は、次の要件を全て満たしていることが必要です。 

①農業を営み、町内に居住していること。 

②処理日の場所や分別などを守っていること。 

 

※お問い合わせは、農業振興課 農政企画係（３階  ③番窓口） 

  ☎：５２－９０８６（直通）にお願いします。 

 お知らせ 
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◆「知っていますか？守っていますか？宮崎県屋外広告物 

条例」 
 

 県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため「宮崎県屋外広告物条例」を

定めています。 

 「屋外広告物」とは、はり紙、店舗の看板や道路沿いの広告板など、建物

の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。 

 店舗の看板など屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。 

 また、美しい風景を守るため、屋外広告物の表示・設置ができない場所や

地域があります。 

 みなさんのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※屋外広告物に関するお問い合わせは、 

 都城土木事務所 ☎：２３－５８５３ 

 県都市計画課美しい宮崎づくり推進室 ☎：０９８５－２４－００４１ 

にお願いします。 

◆ 家内労働（内職）情報をお知らせします 
 

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、家内労働の情報提

供とあっせんを無料で行っています。 

 

◎家内労働をお探しの人へ 
ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターにお問い合わ

せください（ご希望の家内労働の募集がすでに終了している場合は、ご了

承ください）。電話での相談も受け付けますので、気軽にお問い合わせくだ

さい。 

※仕事によっては細かい作業もあるため、その他の求人条件が加わるこ

とがあります。 

令和元年８月１日現在 

仕事の内容 委託地域 工賃 

縫製後の糸切りまとめ作業 

（ループ、まつり、ボタン付け、

肩パット） 

 都城市と三股町など 

４円～ 

（宮崎県婦人既製洋服製

造最低工賃に準ずる） 

干支の置物の絵付けなど 

三股町、高原町 

都城市内（要相談） 

小林市内一部地域 

１個１０円～５０円 

部品組み立て、部品外観検査（キ

ズ汚れなど） 
三股町、都城市 １個 ０．３円～１．８円 

婦人服のホック付け、ボタン付

け、しつけ縫い 
三股町、都城市 ３０円～ 

自動車用ハーネスのサブ作り 
Ａ：三股町、都城市など 

Ｂ：三股町、都城市 

Ａ・Ｂともに 

１本 ４円～２０円 

大島紬織り 三股町、都城市など １反２万円～４万５千円 

 

◎事業所の人へ 

家内労働に適したお仕事はありませんか？ 

内職者募集の際には、ぜひ「就職相談支援センター」 

をご利用ください。 

 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター 〒８８５－００２４ 都城市北原町２４街区２１号 

県都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内 ☎／ファクス：２５－０３００ 

相談日：月曜～金曜日（土曜・日曜・祝日は休み） 相談時間：午前９時～午後５時 

詳しくは県庁の公式サイトをご覧ください。 宮崎 内職 
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◆ 畜産農家の皆さんへ 
     

 

 

 

 

現在、多くの日本周辺諸国で口蹄疫が発生しており、いまだに終息の兆

しが見えていません。また、国内においても「豚コレラ」が発生し、現在

も疑似患畜の確認が報告されています。伝染病に対する防疫意識を高め、

よりいっそうの防疫強化をお願いします。 

 

「今一度、発生予防対策の徹底と 

畜産農家同士の注意喚起をお願いします！」 

 

  

 

①長靴の履き替え 

  農場用と外出用の長靴を履き替えることで、長靴に付着したウイルス 

の侵入を防ぎます。 

 

②踏み込み消毒槽の設置と点検 
  踏み込み消毒槽は必ず設置し、消毒薬が汚れたら取り替えましょう。 

 

③農場訪問者の記録と立ち入り規制 
  農場内への部外者の立ち入りを禁止するほか、畜産関係者や飼料運搬 

車など、農場に立ち入る人や車がいつ来たかを記録し、保存しておき 

ましょう。 

 

④早期発見・早期通報 

  家畜に異常が見られたら、すぐに獣医師または都城家畜保健衛生所 

（☎６２－５１５１）に連絡しましょう。 

 

※消毒薬と農場訪問記録用紙は、町役場で配布しています。農業振興課（役

場３階 ③番窓口）までお越しください。 

 

※お問い合わせは、農業振興課 畜産振興係（３階  ③番窓口） 

☎：５２－９０８８（直通） にお願いします。 

 

◆「行政相談」を実施します 
 

行政相談は、国の行政全般について皆さんの意見、要望や苦情を聴いて、

公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行っています。

また、その解決や実現を目指すとともに、皆さんの声を行政の制度と運営の

改善に生かしています。国の仕事、その手続きやサービスで困っていること

はありませんか？  

相談は無料で予約なしで気軽に利用できます。相談者の秘密は、固く守り

ますので、気軽にご相談ください。 

 

期 日 ９月２日（月） ９月１７日（火） 

相談委員 久
く

寿
す

米
め

木
ぎ

 和明
かずあき

 西留
にしどめ

 文夫
ふ み お

 

時 間  午前１０時～正午 

場 所 町総合福祉センター「元気の杜」 

※相談委員は、変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

 農林畜産業関連 相 談 
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◆「人権相談」を実施します 
 

いじめや虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭内の問題（夫婦・親子・

離婚・扶養・相続）、近隣トラブル、金銭貸借、借地借家や登記などの｢悩み

事相談｣にも応じます。予約は不要ですので、気軽にご相談ください。 

※相談は無料です。 

 

■特設人権相談 

期  日 ９月５日（木） 

時  間 午前１０時～午後３時 

場  所 ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相 談 員 
大隣
おおとなり

 雅
まさ

春
はる

 、 馬場
ば ば

 真
しん

吾
ご

 

※相談員は、変更になる場合があります 

 

■常設人権相談 

日  時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所 
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相 談 員 人権擁護委員・法務局職員 

 

 

 

※お問い合わせは、 

・特設人権相談： 総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局 

☎：２２－０４９０ にお願いします。 

 
◆ 町福祉・消費生活相談センター 

「消費生活無料法律相談」を実施します 
  

町福祉・消費生活相談センターと都城市消費生活センターでは、次の日程

で弁護士による「消費生活無料法律相談」を計画しています。町内に住む人

が都城市で相談を受けることもできます。お困りのことがありましたら、ぜ

ひご利用ください。 

 

期 日 （都城市）９月２７日（金） 

時 間 （都城市）午後１時～４時 

場 所 （都城市）消費生活センター（都城市役所本館２階） 

内 容 

消費生活上のもめ事や多重債務などの法律的な問題につ

いて、弁護士が考え方や解決方法などを助言します。 

※個人の秘密は固く守られます。 

申込方法 

・相談内容を把握するため、必ず開催日の前々日までに

事前相談、事前予約が必要です。 

・消費者生活に関する法律相談です（個人間のトラブル、

相続、事業者からの相談などは対象外）。 

・日程は変更になる場合があります。 

・相談の詳細は、気軽にお問い合わせください。 

 

 

※お申し込み・お問い合わは、 

 町福祉・消費生活相談センター  ☎：５２－０９９９ 

都城市消費生活センター     ☎：２３－７１５４ 

にお願いします。 
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◆「こころの健康相談」を実施します 
 

都城保健所では、地域住民が精神科医師に相談することができる「こころ

の健康相談」を実施します。「精神科の病気かもしれないけど、病院に行くの

は抵抗がある」「専門の先生に相談してみたい」など、気になることがありま

したら、保健所にご相談ください。 

 

日  程 ９月１９日（木）、１０月１７日（木） 

時  間 午後１時３０分～３時 

場  所 都城保健所（都城市上川東３－１４－３） 

対  象 

保健師が事前に相談を受け、医師への相談が必要だと判断

された人。 

家族や関係者からの相談も受け付けます。 

相談内容 

(１) 引きこもり、不眠、抑うつ、過食・拒食、リストカッ

トなど 

(２) 精神科の病気、心の健康に関する問題など、精神保健

一般に関すること 

(３) アルコール依存、薬物問題、そのほかの依存に関する

こと 

相談体制 
予約制（１日の相談は３人まで） 

※事前に保健所の保健師（疾病対策担当）へご相談ください 

料  金 無料 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 都城保健所 健康づくり課 

 ☎：２３－４５０４ にお願いします。 

◆福祉に関する「ワンストップ相談会」を開催します 
 

９月の自殺予防週間に合わせて、法律・経済・こころ・福祉などに関する

相談窓口を一箇所に設け、県民の皆様の悩みに関する相談に専門機関の相談

員が対応する「ワンストップ相談会」を開催します。ぜひご参加ください。 

 

 

■日  時＝ ９月１５日（日）  

午前１０時～午後４時 

※受付終了 午後３時３０分 

 

■場  所＝ 

 

県立図書館（宮崎市船塚３－２１０－１） 

■対  象＝ 

 

県内在住の人 

■料  金＝ 

 

無料 

■申し込み＝ 

 

事前の申し込みは不要です 

■専門機関＝ 

 （ 一 覧 ） 

県弁護士会 

県司法書士会 

県看護協会 

県公認心理師・臨床心理士会 

県精神保健福祉士協会 

県自殺防止センター 

 

 

 

 

 

※お問い合わせ先は、  

宮崎県福祉保健課 地域福祉保健・自殺対策担当 

  ☎：０９８５－２６－７０７５にお願いします。 
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◆「無料法律相談」を実施します 
 

町社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に「法律相談」を実施しています。 

 

期 日 ９月１７日（火） 

時 間 午後１時３０分～４時３０分 

場 所 町総合福祉センター「元気の杜」 

内 容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金銭面でのもめご

となど、法律上のさまざまな相談や悩みごとに対して、司法

書士が適切に回答しますので、気軽にご相談ください。 

※秘密は固く守られます。 

申し込み

方 法 

相談は予約制です。人数に制限がありますので、相談希望

者は電話か窓口で直接お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 ☎：５２－１２４６ にお願いします。 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 
 
町社会福祉協議会では、生活上のさまざまな問題について相談を受け付け

ています。 

また、電話での相談も行いますので、気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

■相談日 ＝ 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

 

■時 間 ＝ 午前９時～午後５時 

 

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 ☎：５２－１２４６ にお願いします。 


